
松籟荘利用料金表 
［短期入所生活介護］ 

令和８年６月１日～ 

◇短期入所生活介護費（サービス費） 

①併設型短期入所生活介護費 

＜従来型多床室＞ 

要介護度 金額／日 

要介護１ ６０３ 

要介護２ ６７２ 

要介護３ ７４５ 

要介護４ ８１５ 

要介護５ ８８４ 
 

②併設型短期入所生活介護費 

＜ユニット型個室＞ 

要介護度 金額／日 

要介護１ ７０４ 

要介護２ ７７２ 

要介護３ ８４７ 

要介護４ ９１８ 

要介護５ ９８７ 
 

 

◇加算 

項 目 金額／日 要 件 

★看護体制加算（Ⅲ） １２ 
常勤の看護師を１名以上配置しており、要介護３以上の利用者の

占める割合が７０％以上である場合（ユニット型・従来型共通） 

★看護体制加算（Ⅳ） ２３ 

看護職員を基準より１名以上上回って配置し、病院等との連携に

より、２４時間の連絡体制を確保している。なお、要介護３以上

の利用者の占める割合が７０％以上である場合 

（ユニット型・従来型共通） 

★夜勤職員配置加算 
１８ 
１３ 

夜勤職員を基準より 1名以上多く配置している場合 

※上段単位：ユニット型，下段単位：従来型 

★サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８ 介護職員の内介護福祉士が６０％以上である場合（ユニット型） 

★サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６ 介護職員の内介護福祉士が５０％以上である場合（従来型） 

送迎加算 １８４ 施設で送迎を行った場合（片道） 

療養食加算 ８／回 療養食を提供した場合 

項 目 金額／月 要 件 

★生産性向上推進体制加算(Ⅱ) １０ 
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減に資する方策を検討し、介護機器等を活用し、事業年度ごとに

厚生労働省に報告する場合（１月につき） 

★介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 
所定単位× 

１７６／１０００ 

厚生労働省で定める基準に適合している介護職員の賃金の改善を実施し

ている事業者の場合（１月につき）   （ユニット型・従来型共通） 

※★印は松籟荘の短期入所生活介護を利用された全ての方に加算されます。 

 

◇滞在費            ◇食費 

項目 金額／日 

多床室 ９１５ 

ユニット型個室 ２,０６６ 
 

項目       金額 １，５１０／日 

食事代         朝食 ３２０ 昼食 ６４０ 夕食     ５５０ 

※居住費・食費については所得に応じた負担限度額が設けられています。（第１.２.３段階） 

 

◇その他（オプション代） 

項 目 金 額 要 件 

理美容代 １，５００／回 利用された場合 

特別な食事（敬老会・家族交流会） ５００／回 行事の際の御馳走メニュー 

医療機関への移送、付添い代 ３，０００／回 実施した場合 

 
 



 
 

自己負担金はやみ表 
［短期入所生活介護］ 

 

【基本料金】  

 ①併設型短期入所生活介護費 ＜ユニット型個室＞ 

要介護度 

施設サービス費＋加算 
サービス費＋看護体制加算Ⅲ＋看護体制加算Ⅳ＋ 

夜勤職員配置加算Ⅱ＋サービス提供体制強化加算Ⅱ

＋介護職員等処遇改善加算Ⅰ(概算) 

滞在費 食 費 
合計 

1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 

要介護１ ９１１ １,８２２ ２,７３３ 

２,０６６ １,５１０ 

４,４８７ ５,３９８ ６,３０９ 

要介護２ ９９１ １,９８２ ２,９７３ ４,５６７ ５,５５８ ６,５４９ 

要介護３ １,０８０ ２,１６０ ３,２４０ ４,６５６ ５,７３６ ６,８１６ 

要介護４ １,１６３ ２,３２６ ３,４８９ ４,７３９ ５,９０２ ７,０６５ 

要介護５ １,２４４ ２,４８８ ３,７３２ ４,８２０ ６,０６４ ７,３０８ 

 

②併設型短期入所生活介護費 ＜従来型多床室＞ 

要介護度 

施設サービス費＋加算 
サービス費＋看護体制加算Ⅲ＋看護体制加算Ⅳ＋ 

夜勤職員配置加算Ⅰ＋サービス提供体制強化加算Ⅲ

＋介護職員等処遇改善加算Ⅰ(概算) 
滞在費 食 費 

合計 

1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 

要介護１ ７７３ １,５４６ ２,３１９ 

９１５ １,５１０ 

３,１９８ ３,９７１ ４,７４４ 

要介護２ ８５４ １,７０８ ２,５６２ ３,２７９ ４,１３３ ４,９８７ 

要介護３ ９４０ １,８８０ ２,８２０ ３,３６５ ４,３０５ ５,２４５ 

要介護４ １,０２２ ２,０４４ ３,０６６ ３,４４７ ４,４６９ ５,４９１ 

要介護５ １,１０３ ２,２０６ ３,３０９ ３,５２８ ４,６３１ ５,７３４ 

※１、上記の他に、生産性向上推進体制加算(Ⅱ)が１月あたり１０円加算されます。 
※２、その他、送迎加算等が利用に応じて加算されます。 

※３、ご負担額は、利用者様の負担割合（１割～３割）によって異なります。 

※４、滞在費・食費については所得に応じた負担限度額が設けられています。（下記参照） 

 

【多床室】                     【ユニット型個室】 

 

 利用者負担段階 
滞在費 食費 

金額／日 金額／日 

第４段階 ９１５ １,５１０ 

第３段階② ４３０ １,３００ 

第３段階① ４３０ １,０００ 

第２段階 ４３０ ６００ 

第１段階 ０ ３００ 

利用者負担段階 
滞在費 食費 

金額／日 金額／日 

第４段階 ２,０６６ １,５１０ 

第３段階② １,３７０ １,３００ 

第３段階① １,３７０ １,０００ 

第２段階 ８８０ ６００ 

第１段階 ８８０ ３００ 


